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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
基
本
方
針
の
策
定
に
お
け
る
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
等
の
意
見
聴
取
に
当
た
っ
て
は
、
多
様
な
分
野
の

研
究
者
か
ら
の
意
見
を
十
分
に
反
映
す
る
と
と
も
に
議
事
の
内
容
を
公
表
す
る
な
ど
、
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、

国
際
卓
越
研
究
大
学
の
認
定
、
計
画
の
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
大
学
の
自
治
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
早
期
に
研
究
成
果
の

活
用
が
見
込
ま
れ
や
す
い
応
用
研
究
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
研
究
成
果
の
活
用
ま
で
に
時
間
の
か
か
る
こ
と
が

多
い
も
の
の
人
類
が
新
た
な
知
識
を
得
る
観
点
か
ら
も
大
き
な
意
義
を
持
つ
基
礎
研
究
等
を
含
め
、
研
究
の
多
様
性
を
確
保

す
る
こ
と
。 

 

二
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
が
欧
米
主
要
大
学
の
運
営
方
法
を
い
た
ず
ら
に
模
倣
し
、
教
育
研
究
内
容
の
充
実
に
関
係
な
く
、
単

に
大
学
の
財
政
基
盤
の
強
化
を
目
的
と
す
る
授
業
料
等
の
増
額
等
を
行
う
こ
と
で
、
学
生
の
教
育
機
会
に
経
済
的
な
制
限
が

か
か
る
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三
、
大
学
に
お
い
て
任
期
を
付
さ
な
い
、
安
定
的
な
身
分
の
研
究
者
及
び
正
規
雇
用
職
員
を
増
や
し
、
研
究
力
の
強
化
を
図
る

た
め
、
大
学
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
支
援
に
関
わ
ら
ず
、
人
件
費
の
基
礎
と
な
る
国
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
や
私
立
大
学
等

経
常
費
補
助
金
等
の
基
盤
的
経
費
を
確
実
に
措
置
す
る
こ
と
。 
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四
、
政
府
は
、
我
が
国
の
大
学
全
体
の
研
究
力
の
底
上
げ
を
図
る
た
め
、
個
々
の
大
学
が
、
知
的
蓄
積
や
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
研
究
独
自
色
を
発
揮
し
、
研
究
大
学
と
し
て
自
ら
の
強
み
や
特
色
を
効
果
的
に
伸
ば
せ
る
よ
う
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
以

外
、
特
に
地
方
の
大
学
へ
の
支
援
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
と
し
、
地
域
中
核
・
特
色
あ
る
研
究
大
学
総
合
振
興
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
大
幅
拡
充
等
に
よ
り
、
十
分
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

五
、
政
府
は
、
我
が
国
の
研
究
者
全
体
の
研
究
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
個
々
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
環
境
に
お
い
て

多
様
か
つ
独
創
的
な
研
究
に
継
続
的
か
つ
発
展
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
や
特
別
研
究
員
制
度
等
の

研
究
者
に
対
す
る
支
援
策
を
拡
充
す
る
こ
と
。 

 

六
、
我
が
国
の
科
学
技
術
の
水
準
を
長
期
的
に
向
上
さ
せ
る
に
は
、
将
来
を
担
う
若
手
研
究
者
の
確
保
・
育
成
が
重
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
博
士
後
期
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
の
う
ち
生
活
費
相
当
額
を
受
給
す
る
者
の
割
合
の
更
な
る
引
上
げ
を
進
め
る

と
と
も
に
、
修
士
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

七
、
高
等
教
育
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
こ
れ
ま
で
措
置
さ
れ
て
き
た
国
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
等
の
基
盤
的

経
費
や
競
争
的
研
究
費
な
ど
の
大
学
へ
の
資
金
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
大
学
の
長
期
的
、
安
定
的
な
運
営

及
び
研
究
基
盤
構
築
の
た
め
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八
、
第
四
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
民
間
事
業
者
と
の
連
携
協
力
の
た
め
の
体
制
」
、
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
知

的
財
産
権
の
取
得
及
び
活
用
を
行
う
体
制
」
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
を
行
う
基
準
の
策
定
及
び
当
該
体
制
の
運



営
に
当
た
っ
て
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
に
基
づ
い
て
、
研
究
成
果
の
公
開
性
と
公
共
性
と
い
う
原
理
を

最
大
限
に
尊
重
す
る
こ
と
。 

 
右
決
議
す
る
。 

 


